
１ 補助金の概要 
 

 

 

加須市創業支援補助金 

申請手引 

 
 

 

 

 

 加須市 
 

令和８年４月 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

申請先・お問い合わせ先 

加須市創業支援補助金担当（産業振興課） 

〒347－8501 埼玉県加須市三俣二丁目 1 番地 1 

☎0480-62-1111（代表） 
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（１）趣旨 
魅力と活力を生む産業のまちづくりを推進するため、市内で創

業意欲のある者に対し、補助金を交付します。 
 

（２）補助対象者 
市内で創業しようとする者又は創業後５年未満の者であって、

中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者に該当する 

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社（以下「法人」とい

う。）又は個人を対象とします。 

 日本標準産業分類の大分類に位置づける農業、林業及び漁業に

該当する事業者は除きます。ただし、農林水産業の生産活動を行

わない事業はその限りではありません。 
 

（３）補助額・補助対象経費 
補助対象経費※の１／２ 

（上限１００万円・千円未満切り捨て・1回限り） 
 

※1 補助対象経費は次に掲げるものとします。 

・広告宣伝費 

・ウェブサイト作成費 

・ソフトウェア使用料 

・機器賃借料 

・商品開発又は産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権及び 

商標権）の導入に要する経費 

・事業所等の改装費 

・１単位当たり税抜き１０万円以上の事業用備品の購入費 

※使用料や広告料等の月額経費（年払い含む）のものについては、 

3ヶ月以内経費分が対象です。 
 

※2 事業計画書（様式第２号）に基づき行う市内の事業所等に係る事

業の経費であって、交付決定日から完了報告までに要した経費と

します。 
 

※3 他の公的制度による支援を受けている又は受けようとしている補

助対象経費については、補助の対象外とします。 
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（４）申請受付期間 

申請は随時受付いたしますが、申請年度内に完了報告が必要です。  



4 

２ 申請要件 
 

 
 
 

本補助金の補助対象者は、補助金の交付申請時において、 

次の➀の(1)～(4)いずれかの要件を満たすとともに、 

要件②～⑩すべてを満たす方とします。 

 
 

➀ (1)～(4)いずれかの要件を満たす 

(1) 創業しておらず、かつ当該申請をしようとする年度中に創業する者 

(2) 創業した日から５年未満である個人事業者又は法人の代表者 

(3) 創業しておらず、かつ当該申請をしようとする年度中に個人事業者から

の事業承継により個人開業する者 

(4) 個人事業者からの事業承継により個人開業を行った日から５年未満であ

る個人事業者 

 

②～⑩すべての要件を満たす 

② 特定創業支援等事業による講座等(※)の支援を受けたことの証明を受けてい

る者であること 

※特定創業支援等事業による講座等とは市町村が定める創業支援等事業計画に位置付

けられた認定連携創業支援等事業者が実施する、経営・財務・人材育成・販路開拓

の４分野の知識が身につく講座等であり、例えば、加須市では加須市商工会の

KAZO創業塾や公益財団法人埼玉県産業振興公社の創業セミナー等を指す。 

③ 市税を滞納していないこと 

④ 補助金の交付申請をしようとする年度中に市内に営業実態のある事務所、

店舗、工場等を有する予定である者又はすでに市内に営業実態のある事務

所、店舗、工場等を有する者であること 

※年度中に創業予定の場合は完了報告までに市内に営業実態のある事務所、店舗、工

場等を有する必要があります。 
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３ 申請手続きなど 
 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又

は暴力団員でないこと 

⑥ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗

関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者又は新たに行おうとする

者でないこと 

⑦ フランチャイズ契約及びこれに類する契約に基づく事業を営む者又は

営もうとする者でないこと 

⑧ 政治団体の代表者でないこと 

⑨ 宗教上の組織及び団体の代表者でないこと 

⑩ 本補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断する事業者

でないこと 

 

 

 
（1）本補助金の申請に必要な書類等の入手方法 

○加須市公式ホームページから申請書等をダウンロード 

https://www.city.kazo.lg.jp/ 

○加須市役所経済部産業振興課 

（加須市役所２階③番窓口） 

○加須市各総合支所地域振興課 

○加須市商工会 

 

 

 

 

 

 加須市公式ホームページＱＲコード 

 

 

 

https://www.city.kazo.lg.jp/
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（２）申請書類 
 
№ 申請に必要な書類 ﾁｪｯｸ 

 加須市創業支援補助金交付申請書（様式第１号） 
記入例を参考にしてください。 □ 

１ 事業計画書（様式第２号） 
記入例を参考にしてください。 □ 

２ 収支予算書（様式第３号） 
記入例を参考にしてください。 □ 

３ 住民票の写し 
【既に法人登記を済ませている場合は不要】 □ 

4 
登記事項証明書の写し 
【創業後5年未満であることの確認のため、既に法人登記を済ませている場合は

必要】 
□ 

5 補助対象経費の内容を説明する書類 
※収支予算書（様式第３号）の内訳の詳細等 □ 

6 取扱商品又はサービスを確認できる写真、カタログ等 □ 

7 事務所、店舗、工場等の位置図（案内図）及び図面 □ 

８ 
市税の納付状況を確認できる書類 

※加須市からの課税がある場合は、加須市税の納付状況が確認できる書類 

※加須市からの課税がない場合は、当該市区町村税の納付状況が確認できる書類 

※法人の課税がある場合は、法人の課税状況が確認できる書類 
□ 

９ 
個人事業の開業・廃業等届出書の写し 
【創業後5年未満であることの確認のため、個人事業者で既に開業している場合 

及び個人で開業後、法人化（法人成り）して引続き事業を営んでいる場合は必要】 
□ 

1０ 営業許可証の写し 
【許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合は必要】 □ 

1１ 特定創業支援等事業による講座等を受けたことを証明する書類
【商工会・公益財団法人埼玉県産業振興公社等で発行されたもの】 □ 

12 同意書 
【加須市公式ホームページからダウンロード】 □ 
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（３）申請書類の記入例 

 
① 加須市創業支援補助金交付申請書（様式第１号） 
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② 事業計画書（様式第2号） 
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③ 収支予算書（様式第3号） 
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４ その他 

 

①
か
ら
④
ま
で
は
同
一
年
度

で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す 

（４）申請書類の提出 
【受付窓口】 加須市役所2階 産業振興課窓口 

【受付時間】 午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日曜日、

祝日は除く） 

 

（５）申請から補助金交付までの流れ 
①申請書の提出〔申請者〕 

→②審査、交付決定通知〔市〕 

→③補助対象経費の執行〔申請者〕 

→④完了報告書ほか実績報告書類の提出〔申請者〕 

→⑤審査、交付額確定〔市〕 

→⑥補助金交付請求書の提出〔申請者〕 

→⑦補助金の交付（口座振込）〔市〕 

 

（６）通知等 

申請書類の審査の結果、本補助金を交付しない旨の決定をしたときは、

後日、「却下通知書」を送付します。 

 

 

 
 

 

 

 
（1）本補助金の交付後、交付対象要件に該当しないことが判明した場合

には、本補助金の交付決定を取り消します。この場合、申請者は補助

金を返還しなければなりません。 

 

（２）虚偽の申請など、補助金の不正受給に該当することが判明した場合

には、補助金の返還に加え、事業者名等を公表する場合があります。 


